
2025 年 2 月 23 日 

 

先日の監督主将会議の内容訂正について 

会長  白井義雄 

委員長 坂口友宏 

 

2025 年 2 月 22 日（土）に行われました監督主将会議にて、プロテスト・クオリファイングト

ーナメント（QT）の競技規定改訂に関する説明を行いましたが、日本学生ゴルフ連盟学生総会

の決議との認識齟齬を踏まえ、規定変更は現在のところ行わないことが決定いたしましたの

で、お知らせいたします。 

所属大学の皆様にはご迷惑をおかけすることになりますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

なお、競技参加資格については、従前の規定を引き続き使用することとなります。 

第５条 競技会参加資格は次の場合これを失う。 

1. JGA からアマチュアたる資格を停⽌、⼜は剥奪された者。 

2. 本連盟より競技者たる資格を停⽌、⼜は剥奪された者。 

3. 在籍校より停学その他の処分を受け未だ処分の解除を受けぬ者。 

4. 連盟加⼊初年度より４年を経過した者。 

5. 修得単位が１年終了時１６単位、２年終了時３２単位、３年終了時４８単位未満の者。 

6. 日本プロゴルフ協会（以下 PGA）のプロテストを受験した者。また、日本および他国の 

主催する クォファイングトーナメント（以下 QT）を受験した１年次生と２年次生およ 

び３年次生。 

但し、以下の者を除く。 

① 日本ゴルフツアー機構（以下 JGTO）主催の QT を 4 年次で受験する者。 

② 日本⼥⼦プロゴルフ協会（以下 LPGA）主催の QT 受験の資格を得る為のプロテ 

ストを 4 年次で受験する者。 

以上 


